
健 指 第 ２ ６ ７ ８ 号  
                       平成３０年３月１日  

 
 各市町村長  様 
    

                              千葉県健康福祉部長    
（公印省略） 

           
成年後見制度に関するアンケート調査について（依頼） 

 
 平素より、本県の福祉行政の推進に御尽力を賜り、誠にありがとうございます。 
さて、成年後見制度については、平成２８年５月に成年後見制度利用促進法が施

行され、市町村において、成年後見制度利用促進計画を勘案して、成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう求められており、県

は広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うこととされています。 
こうした状況を踏まえて、県では、地域における課題を把握するとともに、市町

村の計画策定に御活用いただくことを目的として、下記のとおり、現場において活

動されている団体に対して、アンケート調査を実施させていただきます。 
つきましては、お手数ですが、以下の関係課及び現場団体に対して、別紙に記載

したアンケートに御回答いただき、取りまとめのうえ御提出くださるようお願いし

ます。 
 

記 
 
１ 調査先           ① 市町村（高齢者分野） 

②  市町村（障害者分野） 

③ 各地区の民生委員・児童委員の会長 

           ④  地域包括支援センター 

           ⑤ 障害者相談支援事業所 

           ⑥ 手をつなぐ育成会の会長 

           ⑦ 精神障害者家族会の会長 

２ アンケート内容  成年後見制度に関するアンケート調査 

 

３ 提出方法 メール 

 

４ 提出期限    平成３０年３月２３日（金） 

 

資料５－４ 



〇 アンケート項目一覧（現場の福祉団体）

民生委員 自治会
訪問介護

サービス事
業所

居宅介護支
援事業所

地域包括支
援センター

障害者相談
支援事業所

中核地域生
活支援セン

ター

県老人クラ
ブ連合会

千葉県手を
つなぐ育成

会

千葉県精神
障害者家族
会連合会

①

把握している範囲内で、ひと
つの小中学校区域あたりに独
居高齢者、認知症、知的障
害、精神障害者に該当する方
がどれくらいいるか

①１人
②２～３人
③４～６人
④７人以上
⑤わからない

〇 〇 〇 〇 〇 〇

②
過去に制度の利用についてど
こに相談したことがあるか

①地域包括支援センター
②障害者相談支援事業所
③専門職団体（弁護士、司法書士、社会福祉士等）
④市町村
⑤市町村社協
⑥家庭裁判所
⑦その他の後見団体等
⑧相談したことはない
⑨そういった事例はない

〇 〇 〇 〇 〇 〇

③ 相談しなかった理由は何か？

①制度をよく知らないから
②本人が利用に前向きではなかったから
③ほかの支援策でも支援が可能であったから
④その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇

④
後見人と連携した頻度はどれ
くらいか？

①月２回以上
②月１回程度
③３カ月に１回程度
④半年に１回程度
⑤連携したことはない

〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑤
成年後見制度として知ってい
る事項を回答せよ

①後見は、「後見」「補佐」「補助」の３種類の類型がある
②後見人は本人に代わって財産や預貯金の管理などを行う
③後見人は本人が生活していくうえで必要なサービスの契約などの法律行為を行
う
④後見人は食事の世話や実際の介護などの事実行為は職務ではない
⑤利用できるのは、判断能力が低下した人に限られる
⑥利用するにあたっては本人や親族が家庭裁判所に申し出る必要がある
⑦本人が申立できず家族の支援が期待できない場合は市町村長が申し立てをする
ことができる
⑧相談先として、市町村、市町村社会福祉協議会、弁護士会、司法書士会などの
相談窓口がある
⑨利用にあたっては裁判所への申立費用や第三者後見人への報酬を支払う必要が
ある
⑩裁判所への申立費用や第三者後見人への報酬に対して市町村では助成する制度
を設けている
⑪本人が将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ後見人を選んでおく「任意後
見制度」がある

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑥
主にどこで成年後見制度につ
いて学んだか

①自治体の研修会・講演会
②民間団体の研修会・講演会
③本、リーフレット
④インターネット
⑤テレビ・ラジオ
⑥知人・親戚から
⑦その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑦

制度の利用を開始するにあ
たって利用対象者が利用に踏
み切らない理由は何だと思う
か。

①制度が十分に周知されていないため
②家族の支援があれば制度を利用しなくても問題はないため
③第三者後見人に対する報酬が高いため
④自分の意思に基づいて財産を使えなくなるため
⑤自分の財産等の情報を開示したくないため
⑥手続きが複雑であるため
⑦あまり後見人の交代ができないため
⑧制度を支援する体制がぜい弱であるため
⑨解除したくても一旦利用を開始すると解除できないため
⑩後見人によって支援の質に差があるため

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑧
制度の利用を促進するにあ
たって、どのような支援が特
に必要と思うか。

①費用負担の軽減
②制度の普及啓発
③身近な相談場所や支援体制の確保・充実
④プライバシー保護の徹底
⑤手続きの簡略化
⑥後見人の業務基準にかかる指針の制定
⑦後見人の要件の緩和
⑧申立人の要件の緩和
⑨不正の防止（制度の信頼性の確保）
⑩その他
⑪特にない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⑨

制度の利用を促進するにあ
たって、現状の課題と必要な
支援内容について御意見があ
る場合は記載してほしい。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

実施対象

制度の
周知・広

報

地域や関
係機関の
後見に対
する対応
状況の把

握

課題の把
握

質問項目 回答項目
質問
番号

調査項目



〇 アンケート項目一覧（市町村・市町村社協）

市町村
（高齢
者分
野）

市町村
（障害
者分
野）

市社会
福祉協
議会

Ａ
後見事務を実施している
か

①実施している
②実施する予定である
③実施を検討(時期未定)している
④検討していない

〇

Ｂ
受任件数(後見、保佐、
補助の合計)はどれくら
いか

①１～３件
②４～７件
③８～１５件
④１６～２０件
⑤２１件以上

〇

Ｃ
平均的な定額報酬月額
(後見、保佐、補助の合
計)はどれくらいか

①15,000円未満
②15,000円以上20,000円未満
③20,000円以上30,000円未満
④30,000円以上40,000円未満
⑤40,000円以上50,000円未満
⑥50,000円以上60,000円未満
⑦60,000円以上

〇

Ｄ
平均的な訪問回数（後
見、補助、保佐の合計）
はどれくらいか

①毎週１回以上
②１月に２回程度
③毎月１回程度
④隔月に１回程度
⑤半年に１回程度
⑥１年に１回程度

〇

Ｅ
職務として一番負担に感
じている点は何か

①本人に対する財産管理
②本人に対する身上保護
③職務に見合った報酬
④家族との調整
⑤関係機関との調整
⑥本人との意思疎通に関すること（手話通
訳・要約筆記）
⑦医療行為に関する同意
⑧入院や入所に係る保証人の同意
⑨病院の移転
⑩家庭裁判所への書類報告
⑪自治体への届け出
⑫死後の事務
⑬財産の相続人等への引き渡し
⑭その他

〇

Ｆ
相談を受ける中でどのよ
うな相談が多いか

①制度に係る一般的な説明
②財産管理に関する相談
③相続・遺言に関する相談
④申立手続きに関する相談
⑤任意後見制度に関する相談
⑥福祉サービスの契約に関する相談
⑦その他
⑧相談は受けていない

〇

実施対象

回答項目質問項目
質問
番号

調査項目



市町村
（高齢
者分
野）

市町村
（障害
者分
野）

市社会
福祉協
議会

実施対象

回答項目質問項目
質問
番号

調査項目

Ｇ

相談を受ける中で対応が
困難な事例に直面した時
に主にどこに相談してい
るか

①専門職団体（弁護士会、司法書士会、社
会福祉士会）
②市町村
③市町村社協
④家庭裁判所
⑤千葉県、国
⑥福祉関係機関
⑦相談したことはあまりない

〇 〇 〇

Ｈ
後見人業務を行ううえ
で、どの関係機関と主に
連携しているか。

①民生委員
②地域包括支援センター
③障害者相談支援事業所
④市町村
⑤市町村社協
⑥生活困窮者自立相談支援窓口
⑦その他の福祉窓口
⑧医療機関
⑨福祉施設
⑩あまり連携したことはない

〇

Ｉ

制度に係る相談を受けた
時に、申立の必要性につ
いて、関係機関と協議し
ているか。

①毎月行っている
②３カ月に１回程度行っている
③１年に１回程度行っている
④過去１年以内に行ったことはない

〇 〇 〇

Ｊ
受任調整会議を開催して
いるか

①毎月行っている
②３カ月に１回程度行っている
③１年に１回程度行っている
④過去１年以内に行ったことはない

〇 〇 〇

Ｋ
市民後見人の養成研修を
行っているか

①毎年行っている
②過去に行ったことがある
④過去に行ったことはない

〇 〇 〇

Ｌ
市民後見人の養成研修後
に後見支援員として活用
しているか

①活用している
②活用していない

〇 〇 〇

Ｍ
昨年度の首長申し立て件
数はどれくらいか

①年10件以上
②年５～９件
③年２～４件
④年１件
⑤申し立ては行っていない

〇 〇

Ｎ
成年後見制度利用支援事
業の報酬の助成件数はど
れくらいか

①年10件以上
②年５～９件
③年２～４件
④年１件
⑤助成は行っていない

〇 〇

Ｏ

成年後見制度利用支援事
業の利用にあたって、被
後見人の所得要件はある
か

①要件なし
②非課税世帯に限る
③生活保護受給者のみ
④その他

〇 〇

Ｐ

成年後見制度利用支援事
業の利用にあたって、被
後見人の類型の要件はあ
るか

①後見のみ
②後見及び保佐のみ
③特に要件は定めていない

〇 〇

地域や関係
機関の後見
に対する対
応状況の把

握



市町村
（高齢
者分
野）

市町村
（障害
者分
野）

市社会
福祉協
議会

実施対象

回答項目質問項目
質問
番号

調査項目

Ｑ
成年後見制度利用支援事
業の報酬の上限額はいく
らか

①家庭裁判所の決定した報酬額
②在宅28000円,入院・入所18000円
③個別に判断

〇 〇

Ｒ

成年後見制度利用支援事
業の助成の要件として、
首長申立のみ対象として
いるか、それ以外の申立
も対象としているか

①首長申立のみ報酬助成の対象としている
②首長申立及び本人申立を報酬助成の対象
にしている
③首長申立、本人申立、親族申立を報酬助
成の対象にしている
④事例がないのでわからない

〇 〇

Ｓ

成年後見制度利用支援事
業の本人申立、親族申立
に係る助成対象となるも
のはどれか

①申立手数料
②登記手数料
③医者の診断書料
④鑑定費用
⑤その他の書類に係る経費

〇 〇

Ｔ

成年後見制度利用支援事
業の助成対象として、市
町村外の社会福祉施設等
への転出者についても対
象としているか

①報酬助成の対象にしている
②報酬助成の対象にしていない

〇 〇

Ｕ
制度に係るニーズ調査を
行っているか

①年１回以上行っている
②過去に行ったことがある
③行ったことはない

〇 〇 〇

Ｖ
親族後見人に対する研修
を行っているか

①年１回以上行っている
②過去に行ったことがある
③行ったことはない

〇 〇 〇

Ｗ－１
制度の利用促進に係る計
画の策定（検討）を行っ
ているか

①策定済みである
②策定を予定している
③策定を検討(時期未定)している
④検討していない

〇 〇

Ｗ－２ 策定が困難な理由は何か

① 人材が不足しているため
② ノウハウが不足しているため
③ 業務が多忙であるため
④ 策定が努力義務であるため
⑤ 策定の必要性を感じないため
⑥ その他

〇 〇

Ｗ－３
策定にあたってどのよう
な支援があるとよいか

①策定マニュアルの作成
②策定した自治体のノウハウの提供
③事例報告会などの場の提供
④補助金の交付
⑤その他

〇 〇

Ｚ－１

市町村社協等の後見団体
に対して、以下の項目に
関して委託や補助を実施
しているか。

① 制度全般の相談
② 制度の広報
③ 申立手続支援
④ 被後見人等の支援体制の構築
⑤ 法人後見の実施
⑥ 市民後見人の育成
⑦ 関係会議の開催
⑧ その他

〇 〇

制度の
周知・広報

市町村にお
ける地域連
携ネット

ワーク等の
検討状況



市町村
（高齢
者分
野）

市町村
（障害
者分
野）

市社会
福祉協
議会

実施対象

回答項目質問項目
質問
番号

調査項目

Ｚ－２
以下の項目について活動
しているか。

① 制度全般の相談
② 制度の広報
③ 申立手続支援
④ 被後見人等の支援体制の構築
⑤ 法人後見の実施
⑥ 市民後見人の育成
⑦ 関係会議の開催
⑧ その他

〇

ＡＡ

本人の身近な家族、後見
人、地域の福祉関係者等
を構成員とする個別ケー
ス会議を実施（検討）し
ているか

①定期的に行っている
②一部の関係者では定期的に行っている
③実施を予定している
④実施を検討中(時期未定)である
⑤検討していない

〇 〇 〇

ＡＢ

各種専門職団体、福祉関
係機関等と協力・連携強
化を協議する協議会を実
施（検討）しているか

①定期的に行っている
②一部の関係者では定期的に行っている
③実施を予定している
④実施を検討中(時期未定)である
⑤検討していない

〇 〇 〇

ＡＣ－
１

中核機関に係る設置状況
はどうか

①設置済みである
②設置を予定している
③設置を検討(時期未定)している
④検討していない

〇 〇

ＡＣ－
２

中核機関に係る設置状況
はどうか

①設置済みである
②市社協が設置する方向で検討している
③他の後見団体が設置する方向で検討が進
んでいる
④市町村から依頼があれば積極的に受任し
たい
⑤受任するつもりはない

〇

ＡＤ

条例により制度の利用促
進について調査・審議さ
せる審議会その他の合議
制の機関の設置状況はど
うか

①設置済みである
②設置を予定している
③設置を検討(時期未定)している
④検討していない

〇 〇

ＡＥ

制度の利用を開始するに
あたって利用対象者が利
用に踏み切らない理由は
何だと思うか。

①制度が十分に周知されていないため
②家族の支援があれば制度を利用しなくて
も問題はないため
③第三者後見人に対する報酬が高いため
④自分の意思に基づいて財産を使えなくな
るため
⑤自分の財産等の情報を開示したくないた
め
⑥手続きが複雑であるため
⑦あまり後見人の交代ができないため
⑧制度を支援する体制がぜい弱であるため
⑨解除したくても一旦利用を開始すると解
除できないため
⑩後見人によって支援の質に差があるため

〇

市町村にお
ける地域連
携ネット

ワーク等の
検討状況



市町村
（高齢
者分
野）

市町村
（障害
者分
野）

市社会
福祉協
議会

実施対象

回答項目質問項目
質問
番号

調査項目

ＡＦ
制度としてどの体制の整
備を優先的に推進すべき
だと思うか。

① 地域連携ネットワークの整備
② 協議会の設置
③ 中核機関の設置
④ 後見人の育成
⑤ 不正防止の検討
⑥ 報酬額の見直し
⑦ 報酬負担の軽減・助成制度の強化
⑧ 申立手続きの簡素化
⑨ 後見事務の簡素化
⑩ 医療同意の見直し
⑪ 死後事務の見直し
⑫その他

○ ○ 〇

ＡＧ

計画の策定及び地域連携
ネットワーク等の体制整
備に関して、県や国に期
待する役割は何か

① 複数市町村での地域連携ネットワーク
（協議会等）の設置に係る市町村間の調整
② 複数市町村での中核機関の設置に係る市
町村間の調整
③ 市町村計画策定のための支援
④ 家庭裁判所との連携支援
⑤ 法律専門職団体との連携支援
⑥ 後見等の担い手の確保の支援
⑦ 体制整備に係る助成金の充実
⑧ 報酬負担の軽減のための助成制度の強化
⑨制度に係る市町村や関係団体への研修
⑩その他

〇 〇 〇

ＡＨ

制度の利用を促進するに
あたって、現状の課題と
必要な支援内容について
御意見がある場合は記載
してほしい。

〇 〇 〇

課題の把握



〇 アンケート項目一覧（専門職団体・後見団体）

県弁護士会
県リーガル
サポート

県社会福祉
士会(ぱあ
となあ)

県税理士会
千葉ファミ
リー相談室

しぐなるあ
いず

成年後見な
のはな

ＰＡＣガー
ディアンズ

なし坊
あんしんサ

ポート

１ 個人
受任件数(後見、保佐、
補助の合計)はどれくら
いか

①１～３件
②４～７件
③８～１５件
④１６～２０件
⑤２１件以上

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２ 個人

1件あたりの平均的な定
額報酬月額(後見、保
佐、補助の区別なし)は
どれくらいか

①15,000円未満
②15,000円以上20,000円未満
③20,000円以上30,000円未満
④30,000円以上40,000円未満
⑤40,000円以上50,000円未満
⑥50,000円以上60,000円未満
⑦60,000円以上

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

３ 個人

1件あたりの平均的な訪
問回数（後見、補助、保
佐の区別なし）はどれく
らいか

①毎週１回以上
②１月に２回程度
③毎月１回程度
④隔月に１回程度
⑤半年に１回程度
⑥１年に１回程度

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

４ 個人
職務として一番負担に感
じている点は何か

①本人に対する財産管理
②本人に対する身上保護
③職務に見合った報酬
④家族との調整
⑤関係機関との調整
⑥本人との意思疎通に関すること（手話通
訳・要約筆記）
⑦医療行為に関する同意
⑧入院や入所に係る保証人の同意
⑨病院の移転
⑩家庭裁判所への書類報告
⑪自治体への届け出
⑫死後の事務
⑬財産の相続人等への引き渡し
⑭その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

５ 個人
相談を受ける中でどのよ
うな相談が多いか

①制度に係る一般的な説明
②財産管理に関する相談
③相続・遺言に関する相談
④申立手続きに関する相談
⑤任意後見制度に関する相談
⑥福祉サービスの契約に関する相談
⑦その他
⑧相談は受けていない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

６ 個人

相談を受ける中で対応が
困難な事例に直面した時
に主にどこに相談してい
るか

①専門職団体（弁護士会、司法書士会、社
会福祉士会）
②市町村
③市町村社協
④家庭裁判所
⑤千葉県、国
⑥福祉関係機関
⑦相談したことはあまりない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

７ 個人
後見人業務を行ううえ
で、どの関係機関と主に
連携しているか。

①民生委員
②地域包括支援センター
③障害者相談支援事業所
④市町村
⑤市町村社協
⑥生活困窮者自立相談支援窓口
⑦その他の福祉窓口
⑧医療機関
⑨福祉施設
⑩あまり連携したことはない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

８ 個人
どのような業務に力を入
れているか

① 相談業務
② 申立支援、後見人受任業務（後見、保
佐、補助）
④ 任意後見業務
④ 身上監護、身上保護
⑤ 財産管理
⑥ 制度の広報
⑦ 被後見人等の支援体制の構築
⑧ 関係機関との検討会議の開催
⑨ その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９ 個人
前年度において任意後見
契約を締結した件数は何
件か

①１～３件
②４～７件
③８～１５件
④１６～２０件
⑤２１件以上

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１０ 個人

任意後見契約を締結する
にあたって、以下の契約
についても締結している
か。

①財産管理契約
②見守り契約
③死後事務契約
④遺言
⑤その他の契約

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１１ 団体
会員に対してどのような
支援を行っているか。

①研修
②契約書の確認
③財産の報告
④個別ケースのアドバイス
⑤訪問頻度の確認
⑥親族との調整
⑦その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

回答項目
団体
個人
の別

調査項目
質問
番号

質問項目



県弁護士会
県リーガル
サポート

県社会福祉
士会(ぱあ
となあ)

県税理士会
千葉ファミ
リー相談室

しぐなるあ
いず

成年後見な
のはな

ＰＡＣガー
ディアンズ

なし坊
あんしんサ

ポート

回答項目
団体
個人
の別

調査項目
質問
番号

質問項目

１２ 団体
制度に係るニーズ調査を
行っているか

①年１回以上行っている
②過去に行ったことがある
③行ったことはない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１３ 団体
親族後見人に対する研修
を行っているか

①年１回以上行っている
②過去に行ったことがある
③行ったことはない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１４ 団体

本人の身近な家族、後見
人、地域の福祉関係者等
を構成員とする個別ケー
ス会議を実施（検討）し
ているか

①定期的に行っている
②一部の関係者では定期的に行っている
③実施を予定している
④実施を検討中(時期未定)である
⑤検討していない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１５ 団体

各種専門職団体、福祉関
係機関等と協力・連携強
化を協議する協議会を実
施（検討）しているか

①定期的に行っている
②一部の関係者では定期的に行っている
③実施を予定している
④実施を検討中(時期未定)である
⑤検討していない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１６ 団体
中核機関に係る設置状況
はどうか

①設置済みである
②市社協が設置する方向で検討している
③他の後見団体が設置する方向で検討が進
んでいる
④市町村から依頼があれば積極的に受任し
たい
⑤受任するつもりはない

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１７ 個人

制度の利用を開始するに
あたって利用対象者が利
用に踏み切らない理由は
何だと思うか。

①制度が十分に周知されていないため
②家族の支援があれば制度を利用しなくて
も問題はないため
③第三者後見人に対する報酬が高いため
④自分の意思に基づいて財産を使えなくな
るため
⑤自分の財産等の情報を開示したくないた
め
⑥手続きが複雑であるため
⑦あまり後見人の交代ができないため
⑧制度を支援する体制がぜい弱であるため
⑨解除したくても一旦利用を開始すると解
除できないため
⑩後見人によって支援の質に差があるため

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１８ 個人
制度としてどの体制の整
備を優先的に推進すべき
だと思うか。

① 地域連携ネットワークの整備
② 協議会の設置
③ 中核機関の設置
④ 後見人の育成
⑤ 不正防止の検討
⑥ 報酬額の見直し
⑦ 報酬負担の軽減・助成制度の強化
⑧ 申立手続きの簡素化
⑨ 後見事務の簡素化
⑩ 医療同意の見直し
⑪ 死後事務の見直し
⑫その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１９ 個人

計画の策定及び地域連携
ネットワーク等の体制整
備に関して、県や国に期
待する役割は何か

① 複数市町村での地域連携ネットワーク
（協議会等）の設置に係る市町村間の調整
② 複数市町村での中核機関の設置に係る市
町村間の調整
③ 市町村計画策定のための支援
④ 家庭裁判所との連携支援
⑤ 法律専門職団体との連携支援
⑥ 後見等の担い手の確保の支援
⑦ 体制整備に係る助成金の充実
⑧ 報酬負担の軽減のための助成制度の強化
⑨制度に係る市町村や関係団体への研修
⑩その他

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２０ 個人

制度の利用を促進するに
あたって、現状の課題と
必要な支援内容について
御意見がある場合は記載
してほしい。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

課題の把握

市町村にお
ける地域連
携ネット

ワーク等の
検討状況

制度の
周知・広報


